
目
　
　
　
次

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
…
…
…
…
四

書
の
要
旨
の
公
表

○
山
梨
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
…
…
…
…
六

表
○
山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
…
…
…
…
八

要
旨
の
公
表

○
山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
…
…
…
一
一

要
旨
の
公
表
の
一
部
訂
正

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
七
条

第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

新
　
　
海
　
　
治
　
　
夫

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
号
　
　
平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
年

二
月
十
五
日

号
外
第
七
号

金　曜　日

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

郷
土
再
耕
の
会

藤
　
本
　
好
　
彦

藤
　
本
　
好
　
彦
　

南
ア
ル
プ
ス
市
秋
山
六
六
三
│
五
　

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
年

二
月
六
日

二
月
八
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
　
分

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
号
　
　
平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

二

新
　

三
　
井
　
高
　
秀

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
年

自
由
民
主
党
大
泉
支
部

旧
　

浅
川
富
士
夫

一
月
十
五
日
　

一
月
十
八
日

新
　

甲
府
市
丸
の
内
二
│
二
八
│
一
五
キ
ク
ヤ
ビ
ル
１
Ｆ

平
成
十
九
年
　

平
成
二
十
年

横
内
正
明
を
支
援
す
る
正
明
会

旧
　

甲
府
市
貢
川
本
町
八
│
三
七
今
沢
ビ
ル
１
Ｆ

七
月
二
十
五
日
　

一
月
二
十
三
日

新
　

森
　
屋
　
　
　
宏

堀
　
内
　
富
　
久

都
留
市
つ
る
二
│
三
│
二
四

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
年

自
由
民
主
党
都
留
市
支
部

旧
　

奥
　
秋
　
恵
　
次

森
　
屋
　
　
　
宏

都
留
市
大
幡
一
九
〇
六

一
月
十
五
日
　

一
月
二
十
三
日

新
　

藤
　
巻
　
　
　
進

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
年

自
由
民
主
党
山
梨
県
遺
族
の
会

旧
　

支
部

村
　
松
　
正
　
昭

一
月
一
日
　

一
月
二
十
八
日

新
　

藤
　
巻
　
　
　
進

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
年

日
本
遺
族
政
治
連
盟
山
梨
県
本
部

旧
　

村
　
松
　
正
　
昭

一
月
一
日
　

一
月
二
十
八
日

新
　

棚
　
本
　
邦
　
由

小
泉
二
三
雄

大
月
市
大
月
町
花
咲
一
六
七
七
│
一
一

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
年

自
由
民
主
党
大
月
市
支
部

旧
　

相
　
馬
　
紀
　
夫

棚
　
本
　
邦
　
由

大
月
市
大
月
町
花
咲
一
四
四
〇
│
六

一
月
十
七
日
　

二
月
一
日

新
　

宮
　
坂
　
兼
　
夫

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
年

東
電
労
組
政
治
連
盟
山
梨
県
支
部

旧
　

中
　
尾
　
　
　
守

二
月
一
日
　

二
月
五
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

佐
々
木
大
輔
後
援
会
　

杉

本

　

智

山

咲

典

良

大
月
市
梁
川
町
綱
の
上
一
四
七
八
　

平
成
十
九
年
　

平
成
二
十
年

七
月
二
十
八
日
　

一
月
十
一
日

栄
政
ク
ラ
ブ
　

山

本

栄

彦

末

木

勝

人

甲
府
市
中
央
二
│
五
│
一
六
　

平
成
十
九
年
　

平
成
二
十
年

十
二
月
三
十
一
日
　

一
月
十
七
日

き
ら
り
山
梨
県
民
連
合
甲
府
総
支

浅
　
川
　
紫
　
朗
　

輿

石

詔

三

甲
府
市
中
央
二
│
五
│
一
六
　

平
成
十
九
年
　

平
成
二
十
年

部

十
二
月
三
十
一
日
　

一
月
十
七
日

山
輝
会
　

小

野

熊

平

小

林

一

仁

甲
府
市
中
央
二
│
五
│
一
六
　

平
成
十
九
年
　

平
成
二
十
年

十
二
月
三
十
一
日
　

一
月
十
七
日

小
野
修
一
を
支
援
す
る
修
和
会
　

栗

原

信

雄

木

下

幸

紀

韮
崎
市
富
士
見
一
│
四
│
一
六
　

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
年

一
月
一
日
　

一
月
十
七
日

政
新
会
　

一

瀬

　

満

長

沼

辰

幸

中
央
市
西
花
輪
三
六
七
九
│
二
　

平
成
十
八
年
　

平
成
二
十
年

五
月
三
十
一
日
　

一
月
十
八
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
参
議
院
選
挙

入
　
倉
　
　
　
要
　

小

吉

重

晴

甲
府
市
中
央
一
│
一
二
│
三
七
　

平
成
十
九
年
　

平
成
二
十
年



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
号
　
　
平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

三

区
第
三
支
部

十
二
月
二
十
七
日
　

一
月
二
十
五
日

入
倉
要
後
援
会
「
要
の
会
」

入

倉

　

要

小

吉

重

晴

甲
府
市
中
央
一
│
一
二
│
三
七
　
Ｉ
Ｒ
Ｉ
Ｘ
ビ
ル
５
Ｆ

平
成
十
九
年
　

平
成
二
十
年

十
二
月
二
十
七
日
　

一
月
二
十
五
日

親
要
会
　

桜

林

幸

男

塩

澤

茂

三

甲
府
市
中
央
一
│
一
二
│
三
七
　

平
成
十
九
年
　

平
成
二
十
年

十
二
月
二
十
七
日
　

一
月
二
十
五
日

誇
れ
る
山
梨
を
創
る
会
　

荒

井

義

信

丸

茂

　

元

甲
府
市
中
央
一
│
一
二
│
三
七
　
Ｉ
Ｒ
Ｉ
Ｘ
ビ
ル
７
階

平
成
十
九
年
　

平
成
二
十
年

十
二
月
二
十
七
日
　

一
月
二
十
五
日

女
性
党
山
梨
県
山
梨
総
支
局
　

遠

藤

由

美

遠

藤

由

美

中
央
市
山
之
神
一
一
五
六
│
二
五
　

平
成
十
九
年
　

平
成
二
十
年

十
二
月
三
十
一
日
　

一
月
二
十
九
日

き
ら
り
山
梨
県
民
連
合
　

宮

川

睦

武

今

村

　

宏

甲
府
市
中
央
二
│
五
│
一
六
　

平
成
十
九
年
　

平
成
二
十
年

十
二
月
三
十
一
日
　

一
月
三
十
日

剛
友
会
　

田

原

徳

人

野

口

大

光

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
四
六
　

平
成
十
九
年
　

平
成
二
十
年

十
二
月
三
十
一
日
　

一
月
三
十
日

さ
い
と
う
実
を
励
ま
す
会
　

斉

藤

喜

武

細

田

隆

彦

韮
崎
市
中
田
町
小
田
川
一
三
二
二
　

平
成
十
九
年
　

平
成
二
十
年

十
二
月
三
十
一
日
　

一
月
三
十
日

萩
原
剛
後
援
会
　

小

俣

二

也

西

室

　

太

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
四
六
　

平
成
十
九
年
　

平
成
二
十
年

十
二
月
三
十
一
日
　

一
月
三
十
日

女
性
党
山
梨
県
支
局
　

松
下
と
し
江

宮

下

恭

子

笛
吹
市
御
坂
町
二
之
宮
一
四
五
九
│
三
　

平
成
十
九
年
　

平
成
二
十
年

十
二
月
三
十
一
日
　

一
月
三
十
一
日

天
野
貞
夫
を
支
援
す
る
貞
親
会
　

天

野

貞

夫

大

森

一

行

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
一
〇
六
　

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
年

二
月
六
日
　

二
月
六
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
二
項
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
指
定
届

氏
　
　
　
　
　
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
年
月
日

届
出
年
月
日

藤
　
本
　
好
　
彦

南
ア
ル
プ
ス
市
議
会
議
員

郷
土
再
耕
の
会

南
ア
ル
プ
ス
市
秋
山
六
六
三
│
五

藤
　
本
　
好
　
彦

平
成
二
十
年

平
成
二
十
年

二
月
六
日

二
月
八
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
指
定
取
消
届

氏
　
　
　
　
　
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
取
消
年
月
日

届
出
年
月
日

山
　
本
　
栄
　
彦

山
梨
県
知
事

栄
政
ク
ラ
ブ

甲
府
市
中
央
二
│
五
│
一
六

山
　
本
　
栄
　
彦

平
成
十
九
年

平
成
二
十
年

十
二
月
三
十
一
日

一
月
十
七
日

入
　
倉
　
　
　
要

参
議
院
議
員

入
倉
要
後
援
会
「
要
の
会
」

甲
府
市
中
央
一
│
一
二
│
三
七
　
Ｉ
Ｒ

入
　
倉
　
　
　
要

平
成
十
九
年

平
成
二
十
年

Ｉ
Ｘ
ビ
ル
５
Ｆ

十
二
月
二
十
七
日

一
月
二
十
五
日



山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

平
成
十
七
年
九
月
十
一
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び
支

出
の
報
告
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

新
　
　
海
　
　
治
　
　
夫

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
号
　
　
平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

四



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
号
　
　
平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

五



山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号

平
成
十
九
年
一
月
二
十
一
日
執
行
の
山
梨
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告
の

要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

新
　
　
海
　
　
治
　
　
夫

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
号
　
　
平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

六



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
号
　
　
平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

七



山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出
の
報

告
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

新
　
　
海
　
　
治
　
　
夫

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
号
　
　
平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

八



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
号
　
　
平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

九



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
号
　
　
平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

一
〇



山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出
の
報

告
書
に
つ
い
て
、
候
補
者
山
田
一
功
の
出
納
責
任
者
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
山
梨
県
議
会

議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
十
九

年
六
月
二
十
日
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

新
　
　
海
　
　
治
　
　
夫

候
補
者
山
田
一
功
に
係
る
公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨
３
中

をにをに
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
号
　
　
平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

一
一

「
氏
名
（
団
体
名
）

職
業

寄
付
額
（
円
）
」

「
氏
名
（
団
体
名
）

職
業

寄
付
額
（
円
）
」

山
田
一
功
後
援
会
一
心
会
　
　
　
　
政
治
団
体

２
，
５
０
０
，
０
０
０
」

税
理
士
に
よ
る
山
田
一
功
後
援
会
　
政
治
団
体

７
０
０
，
０
０
０
」

「
そ
の
他
の
収
入

３
，
２
０
０
，
０
０
０
」

「
そ
の
他
の
収
入

０
」



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
号
　
　
平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

一
二


